
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険事業の運営について 

 

 

（諮問資料） 

資料３ 
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国民健康保険の現状と課題 

 

（１）国保の現状と課題 

 国民皆保険制度の基盤をなす国民健康保険制度は、医療の高度化や急速な高

齢化の進行によって、年々増加する医療費と、長期低迷する経済情勢の影響や

雇用状況の悪化と相俟ってその財政運営は年々厳しさを増してきた。 

 また、他の医療保険に属さない者を被保険者としていることから、低所得者

や高齢者が多く、退職、失業等による被用者保険から離脱した無職の世帯が増

加するなど、全国的に国保運営は厳しい状況にある。 

このような制度の構造的な問題を解消するため、国の社会保障と税の

一体改革において持続可能な医療保険制度の在り方が議論され、都道府県へ

の保険者の移行、国保への財政支援措置の拡充、低所得者の保険料負担を

軽減する措置等が実施される見通しとなっている。 

 

（２）本市の現状と課題 

国保事業の運営にあたっては、かねてより基本方針３本柱として「１．保険

料収納率の確保・向上対策 ２．医療費の適正化対策 ３．保健事業の充実」

を軸とした健全化に努めてきた。しかし、これらの努力にもかかわらず、平成

２１年度には、基金を全て取り崩したうえでなお赤字決算となり、平成２２年

度予算からの繰上充用を余儀なくされ、県から資金貸付けを受けたほか、平成

２２年度には一般会計から多額の法定外繰り入れも受けることとなった。この

ため、平成２２、２３年度には２年連続で保険料率の増額改定を実施し、よう

やく単年度黒字へ転換したところである。 

このような中で、平成２４年度には機構改革により徴収体制を強化し、低迷

する保険料収納率を向上させるための対策を講じた。このことにより、保険料

収入の確保が見込める状況となったことから、平成２３年度以降は、保険料率

を引き上げることなく安定的な運営が図られている。その結果、国保運営準備

基金の財高が７億５千万円となり、不測の支出に備えて恒常的に保有すべき基

金の額（過去３か年の平均保険給付費の５％）を確保するに至っている。 

さらに、将来に渡る持続的かつ安定した事業運営を目指して、医療費適正化

対策を積極的に推進することとしており、ジェネリック医薬品の利用勧奨、特

定健診・特定保健指導の実施率向上、糖尿病等生活習慣病の重症化予防などに

重点的に取り組んでいる。 
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今後の収支見通しについて 
（概況） 

○平成２６年度の決算見込み 

平成２５年度決算は、保険者数が減少し、高額な医療費の件数も比較的少な

かったことなどの要因により、歳出総額が前年度に比べ大幅な減額となったが、

被保険者一人当たりの給付費は増加傾向を示していた。 

平成２６年度は、診療報酬改定の影響や被保険者の高齢化等も相まって、一

人当たり給付費の増加傾向がさらに顕著となっているため、被保険者数は減少

しているものの、保険給付費は再び増加に転じる見込みである。 

これに対し、歳入では、被保険者数の減少により保険料の賦課額が当初より

減額となる見込みであるが、今後のさらなる徴収努力により保険料収入を確保

するとともに、国からの調整交付金等が例年どおり交付される見通しであるこ

とから、歳出に必要な歳入総額は確保できる見込みである。 

 

○平成２７年度当初予算の見通し 

歳出では、引き続き被保険者数は減少傾向にあるものの、1 人当たりの保険

給付費の伸びによって相殺されることから、保険給付費の総額は２６年度に対

して若干の伸びが見込まれる。また、国が示す算定方式で試算したところ、介

護納付金及び後期高齢者支援金の概算額は、自然増による伸びが見込まれるも

のの、過去の精算により拠出額は減額の見込みとなっている。 

これに対し歳入では、前期高齢者交付金が過去の精算により追加交付が見込

まれることから、被保険者の減少による保険料賦課額の減収を埋めることが可

能であり、国・県からの支出金が確保できれば、保険料の引き上げを行うこと

なく収支の均衡を保持できる見通しである。 

このような状況に加えて、消費税の引き上げ時に国から投入が予定されてい

た国保への財政支援 2,200 億円のうち、未措置のままであった 1,700 億円が平

成 27 年度に投入されることが確実な状況となったことから、この財源を用いる

ことで被保険者の保険料負担軽減を検討することが可能な状況となっている。 

 

収支見込み（全被保険者分）                （単位：千円） 

年 度 

科 目 
２５ ２６（見込） ２７（見込） 

Ａ 歳 入  19,851,985 19,851,072  22,237,180 

Ｂ 歳 出  19,313,535 19,481,563 22,237,180 

Ｃ 
収 支 差 引 

（ Ａ － Ｂ ） 
538,450  369,509 0 

Ｄ 
繰越金+基金繰入金+法

定外繰入金－公債費  
630,254 650,252 20,000  

Ｅ 
単 年 度 収 支 

（ Ｃ － Ｄ ） 
△91,804 △280,743 △20,000  

Ｆ 
実 質 単 年 度 収 支  
（返還金・積立金を除く） 

375,970 △17,688 △20,000  

※27 年度単年度収支には予備費は計上していない。  
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平成２７年度保険料率について（案） 

 

１．国の状況 

 国の平成２７年度「税制改正の大綱」が閣議決定され、国民健康保険料の医

療分保険料に係る賦課限度額を 52 万円（現行：51 万円）に、後期高齢者支援

分保険料に係る賦課限度額を 17 万円（現行：16 万円）に、介護納付金分保険

料に係る賦課限度額を 16 万円（現行：14 万円）に引き上げる政令改正が予定

されている。 

 また、社会保障と税の一体改革において、国は国保制度の財政基盤の安定化

のため、平成２７年度に財政支援の拡充を行うこととしている。  

 

２．本市の現状 

本市の国保会計は、歳入歳出の両面から会計の安定化への最大限の努力を尽

くすことにより、現行の保険料率であっても収支不足は生じないものと考えら

れる。 

したがって、国基準どおりの賦課限度額の改正及び国の財政支援拡充により

新たに生じる財源を用いることを前提として、被保険者の負担に配慮した保険

料の見直しが可能な状況にあると考えられる。 

 

３．諮問事項 

（１）賦課限度額を国の基準どおりに引き上げることについて 

【改正案】 賦課限度額を国の改正基準に合わせて以下のとおりとする。 

・医療分        ５２万円（現行５１万円） 

・後期高齢者支援分   １７万円（現行１６万円） 

・介護納付金分     １６万円（現行１４万円） 

 

（２）国保料率の引き下げを行うことについて 

【改正案】 保険料率を以下のとおりに改める。  

   

保険料区分のうち、保険給付費の財源として充当する医療分保険料は、支出

額の減により、余剰金が生じる傾向にある。 

一方、介護納付金及び後期高齢者支援金の保険料は、拠出金の伸びにより財

源が不足する状況が続いてきたが、平成２７年度の拠出金は過去の精算により

減額となる見込みであり、一時的に財源不足が解消される見通しである。 

これらの状況から、介護納付金及び後期高齢者支援金の保険料率を現行どお

りに据え置き、医療分の保険料率を６.７％引き下げが可能な状況である。 
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（医療分） 

約 1 億８５００万円、６.７％の引き下げ（保険料賦課総額に対する引き下

げ率は４.６％） 

 平成２７年度 現行 

所得割 7.2% 7.9% 

資産割 16.4% 16.8% 

均等割 23,000 円 23,800 円 

平等割 26,000 円 27,200 円 

 

（介護分） 

現行どおり据え置きとする 

 平成２７年度 現行 

所得割 

現行どおり 

2.2% 

資産割 4.4% 

均等割 9,000 円 

平等割 6,200 円 

 

（後期支援分） 

現行どおり据え置きとする 

 平成２７年度 現行 

所得割 

現行どおり 

2.6% 

資産割 4.4% 

均等割 8,500 円 

平等割 6,500 円 

 

（留意点） 

○保険給付費の伸びが予測を上回ることなどにより年度中途に収支不足を生じ

ることが判明した場合には、１／２を一般会計から法定外繰り入れすること

により不足を軽減する。軽減後、なお生じる収支不足額については繰上充用

を行うため、翌年度の料率改定による解消が必要となる。 
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医療給付費分保険料について 

 

（保険料賦課限度額について） 

賦課限度額について、国は所得の伸びや医療費の伸び、被用者保険との均衡

等を勘案して見直しを行なっており、国民健康保険法施行令に定める額による。

医療給付費分の賦課限度額は、平成２３年度から５１万円とされていたが、平

成２７年度から５２万円とされる予定である。 

 

賦課限度額の推移                             （単位：千円） 

年 度 

区 分 
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ 

（案） 

国が示す基準 ４７０ ５００ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５２０ 

本 市 の 実 績 ４７０ ５００ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５２０ 

 

（保険料率について） 

医療分保険料は、国民健康保険法及び同法施行令に示されている４方式（所

得割、資産割、均等割、平等割）による算定方法を実施している。保険料の賦

課割合は、同政令により、その基準（応能５０：応益５０）が目安として示さ

れているところである。 

 

鳥取市における医療給付費分保険料率、賦課割合の推移（一般被保険者分） 

項目 

 

年度 

保  険  料  率 賦  課  割  合 

応  能  割 応  益  割 所得割 資産割 均等割 平等割 

所得割 資産割 均等割 平等割 応 能 割 計 応 益 割 計 

２１ 
5.7 

100 

16.8 

100 
20,500 23,200 

41.00 6.56 31.71 20.73 

47.56 52.44 

２２ 
6.9 

100 

16.8 

100 
23,500 26,000 

42.13 6.22 31.74 19.91 

48.92 51.08 

２３ 
7.9 

100 

16.8 

100 
25,800 27,200 

43.14 5.77 31.91 19.18 

48.91 51.09 

２４ 
7.9 

100 

16.8 

100 
25,800 27,200 

43.90 5.22 31.70 19.18 

49.12 50.88 

２５ 
7.9 

100 

16.8 

100 
25,800 27,200 

42.71 5.44 31.67 20.18 

48.75 51.85 

２６ 
7.9 

100 

16.8 

100 
23,800 27,200 

44.56 5.70 29.30 20.44 

50.26 49.74 

２７ 

（案） 

7.2 

100 

16.4 

100 
23,000 26,000 

41.50 5.79 31.33 21.38 

47.29 52.71 
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介護納付金分保険料について 

 

（保険料賦課限度額について） 

介護納付金賦課限度額については、国民健康保険法施行令で定められている

ところであり、平成２６年度から１４万円とされてきた。平成２７年度は２万

円を引上げ、１６万円となる予定である。 

 

賦課限度額の推移                                （単位：千円） 

年 度 

区 分 
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ 

（案） 

国 が 示 す 基 準 １００ １００ １２０ １２０ １２０ １４０ １６０ 

本 市 の 実 績 １００ １００ １２０ １２０ １２０ １４０ １６０ 

 

（保険料率について） 

介護納付金分の保険料率については、医療分と同様に４方式（所得割、資産

割、均等割、平等割）による算定方法である。 

基本的には、全国一律の一人当りの負担額に基づく介護納付金によることと

なるが、近年の納付額の伸びにより財源不足が生じており、医療分の余剰金で

財源を捻出している状況にある。  

 

本市における介護納付金分保険料率、賦課割合の状況（一般被保険者分） 

項目 

 

年度 

保  険  料  率 賦  課  割  合 

応  能  割 応  益  割 所得割 資産割 均等割 平等割 

所得割 資産割 均等割 平等割 応 能 割 計 応 益 割 計 

２１ 
2.1 

100 

4.4 

100 
7,700 5,200 

47.06 4.68 31.25 17.01 

51.74 48.26 

２２ 
2.1 

100 

4.4 

100 
7,700 5,200 

46.29 5.82 31.21 16.68 

52.11 47.89 

２３ 
2.2 

100 

4.4 

100 
8,000 6,200 

45.30 5.01 30.42 19.27 

50.32 49.68 

２４ 
2.2 

100 

4.4 

100 
8,000 6,200 

45.20 4.75 30.62 19.43 

49.95 50.05 

２５ 
2.2 

100 

4.4 

100 
8,000 6,200 

45.14 4.53 30.56 19.77 

49.67 50.33 

２６ 
2.2 

100 

4.4 

100 
9,000 6,200 

44.05 4.25 32.73 18.97 

48.30 51.70 

２７ 

（案） 

2.2 

100 

4.4 

100 
9,000 6,200 

43.04 4.03 33.58 19.35 

47.07 52.93 
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後期高齢者支援金分等保険料について 

 

（保険料賦課限度額について） 

後期高齢者支援金分等の賦課限度額については、国民健康保険法施行令で定

められているところであり、平成２６年度から１６万円とされていた。平成２

７年度は、１万円を引上げ、１７万円となる予定である。 

 

賦課限度額の推移                                 （単位：千円） 

年 度 

区 分 
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ 

（案） 

国 が 示 す 基 準 １２０ １３０ １４０ １４０ １４０ １６０ １７０ 

本 市 の 実 績 １２０ １３０ １４０ １４０ １４０ １６０ １７０ 

 

（保険料率について） 

後期高齢者支援金等分の保険料率については、医療分と同様に４方式（所得

割、資産割、均等割、平等割）による算定方法である。基本的には、全国一律

の一人当りの負担額に基づく後期高齢者支援金によることとなる。 

具体的には、社会保険診療報酬支払基金から通知される後期高齢者支援金額

により、保険者が算定する。 

 
鳥取市における後期高齢者支援金分保険料率、賦課割合の推移（一般被保険者分） 

項目 

 

年度 

保  険  料  率 賦  課  割  合 

応  能  割 応  益  割 所得割 資産割 均等割 平等割 

所得割 資産割 均等割 平等割 応 能 割 計 応 益 割 計 

２１ 
2.3 

100 

4.4 

100 
7,100 5,700 

45.97 4.95 33.53 15.55 

50.92 49.08 

２２ 
2.3 

100 

4.4 

100 
7,100 5,700 

47.01 5.71 32.28 15.00 

52.72 47.28 

２３ 
2.6 

100 

4.4 

100 
7,500 6,500 

47.39 5.08 31.44 16.09 

52.47 47.53 

２４ 
2.6 

100 

4.4 

100 
7,500 6,500 

47.57 4.80 31.42 16.21 

52.37 47.63 

２５ 
2.6 

100 

4.4 

100 
7,500 6,500 

47.63 4.83 31.20 16.34 

52.46 47.54 

２６ 
2.6 

100 

4.4 

100 
8,500 6,500 

46.55 4.74 33.21 15.50 

51.29 48.71 

２７ 

（案） 

2.6 

100 

4.4 

100 
8,500 6,500 

44.81 4.67 34.57 15.95 

49.48 50.52 
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